
都市計画変更の理由書 

 

１．案件名 

　　滝川都市計画用途地域の変更（滝川市決定） 

 

２．都市計画決定経過 

　本市における用途地域の指定については、昭和 33 年度に 909.1ha が当初決定され、その後、

人口増加等による市街地の拡大を踏まえた拡大変更を行い、令和６年度には令和５年度に改

定した滝川市都市計画マスタープランにおいて位置づけられた土地利用方針に基づく変更を

行い、現在 1,627.0ha の指定となっている。 

 

３．都市計画変更の目的 

本市では、令和５年度に改定した滝川市都市計画マスタープランにおいて、国道 12 号沿

道の準工業地域及び工業地域のうち、農地としての活用が見込まれる地域の用途地域の縮小

検討を位置づけており、令和７年７月に見直した滝川都市計画区域マスタープランにおいて

も、当該内容を位置づけたことから、農地としての土地利用需要があり、積極的な都市的土

地利用は見込まれないため、北滝の川地区及び江部乙地区の一部について、用途地域を変更

する。 

 

４．都市計画変更の内容 

　　国道12号沿道の北滝の川地区の工業地域の一部及び江部乙地区の準工業地域の一部につい

て、農地としての活用が見込まれており、かつ土地利用の一体性の観点から、用途地域を縮

小する。
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用途地域変更箇所凡例

用途地域変更箇所

準住居地域

近隣商業地域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種住居地域

商業地域

準工業地域

工業地域

第一種住居地域

用 途 地 域 凡 例

0 100 200 300m

面 積

1.9 ha工業地域（200/60）→白地地域

変 更 内 容

１．北滝の川地区の一部

面 積

1.9 ha工業地域（200/60）→白地地域

変 更 内 容

１．北滝の川地区の一部
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用途地域変更箇所凡例

用途地域変更箇所

準住居地域

近隣商業地域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種住居地域

商業地域

準工業地域

工業地域

第一種住居地域

用 途 地 域 凡 例

0 100 200 300m

面 積

0.4 ha

変 更 内 容

準工業地域（200/60）→白地地域

２．江部乙地区の一部

面 積

0.4 ha

変 更 内 容

準工業地域（200/60）→白地地域

２．江部乙地区の一部


